
NO.114 （4）日 高 市 議 会 だ よ り
　

議
案
第
37
号　

賛
成
討
論

　

本
決
算
は
、
高
齢
化
の
進
展
に

よ
り
増
加
す
る
介
護
給
付
費
に
適

正
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
低
所

得
者
へ
の
保
険
料
軽
減
措
置
も
な

さ
れ
る
な
ど
、
適
正
な
制
度
執
行

と
健
全
な
財
政
運
営
が
図
ら
れ
て

い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
38
号
）

　

�

令
和
２
年
度
日
高
市
武
蔵
高
萩

駅
北
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

　

歳
入
総
額
が
７
億
７
千
922
万
１

千
442
円
、
歳
出
総
額
が
６
億
３
千

636
万
４
千
726
円
で
、
歳
入
歳
出
差

引
額
は
、
１
億
４
千
285
万
６
千
716

円
で
あ
る
。

�

（
全
員
賛
成
で
認
定
）

（
議
案
第
39
号
）

　

�

令
和
２
年
度
日
高
市
水
道
事
業

会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

　

収
益
的
収
入
及
び
支
出
は
税
抜

き
で
、
収
入
11
億
８
千
293
万
９
千

833
円
、
支
出
10
億
４
千
254
万
１
千

165
円
で
、
収
支
差
引
１
億
４
千
39

万
８
千
668
円
の
純
利
益
で
あ
る
。

　

資
本
的
収
入
及
び
支
出
は
税
込

み
で
、
収
入
６
億
９
千
817
万
円
、

支
出
９
億
９
千
230
万
３
千
12
円
で
、

収
支
差
引
２
億
９
千
413
万
３
千
12

円
の
資
金
不
足
と
な
り
、
繰
越
工

事
資
金
、
当
年
度
分
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
、

過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、

減
債
積
立
金
、
建
設
改
良
積
立
金

を
も
っ
て
補
て
ん
し
た
。

�

（
全
員
賛
成
で
認
定
）

（
議
案
第
40
号
）

　

�

令
和
２
年
度
日
高
市
下
水
道
事

業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

　

収
益
的
収
入
及
び
支
出
は
税
抜

き
で
、
収
入
10
億
４
千
991
万
２
千

380
円
、
支
出
10
億
794
万
４
千
４
円

で
、
収
支
差
引
４
千
196
万
８
千
376

円
の
純
利
益
で
あ
る
。

　

資
本
的
収
入
及
び
支
出
は
税
込

み
で
、
収
入
６
億
２
千
758
万
５
千

434
円
、
支
出
10
億
６
千
458
万
２
千

918
円
で
、
収
支
差
引
４
億
３
千
699

万
７
千
484
円
の
資
金
不
足
と
な
り
、

過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、

当
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、

当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
資
本
的
収
支
調
整
額
、
減
債
積

立
金
を
も
っ
て
補
て
ん
し
た
。

�

（
全
員
賛
成
で
認
定
）

（
議
案
第
41
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
７
億
９
千
260
万
２
千
円
を

追
加
し
、
補
正
後
の
総
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
208
億
133
万
９
千
円
と
し
、

ま
た
、
市
役
所
窓
口
業
務
に
係
る

債
務
負
担
行
為
を
追
加
し
、
臨
時

財
政
対
策
債
に
係
る
地
方
債
の
限

度
額
を
変
更
し
た
い
と
い
う
も
の

で
す
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
地
方
特
例

交
付
金
に
つ
い
て
、
交
付
額
決
定

に
伴
い
増
額
、
地
方
交
付
税
に
つ

い
て
、
普
通
交
付
税
の
交
付
額
決

定
に
伴
い
増
額
、
分
担
金
及
び
負

担
金
に
つ
い
て
、
未
熟
児
養
育
医

療
費
支
給
事
業
の
財
源
で
あ
る

「
未
熟
児
養
育
医
療
費
負
担
金
」

を
増
額
、
国
庫
支
出
金
に
つ
い
て
、

国
庫
負
担
金
で
は
未
熟
児
養
育
医

療
費
支
給
事
業
の
財
源
で
あ
る

「
未
熟
児
養
育
医
療
費
負
担
金
」

を
増
額
、
予
防
接
種
事
業
の
財
源

で
あ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
接
種
対
策
費
負
担
金
」

を
減
額
、
国
庫
補
助
金
で
は
情
報

化
推
進
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
管
理
運
営
事
務
、

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
運
営
事
業
、

民
間
保
育
園
等
特
別
保
育
支
援
事

業
、
学
童
保
育
室
維
持
管
理
事
業
、

公
立
保
育
所
保
育
運
営
事
業
、
高

根
児
童
室
運
営
事
業
、
成
人
式
開

催
事
業
及
び
学
校
運
営
事
務
の
財

源
と
し
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交

付
金
」
を
追
加
、
地
域
子
育
て
支

援
拠
点
運
営
事
業
、
学
童
保
育
室

維
持
管
理
事
業
及
び
高
根
児
童
室

運
営
事
業
の
財
源
で
あ
る
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
」
を
増

額
、
民
間
保
育
園
等
特
別
保
育
支

援
事
業
及
び
公
立
保
育
所
保
育
運

営
事
業
の
財
源
と
し
て
「
保
育
対

策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
」
を

追
加
、
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の

一
般
職
人
件
費
及
び
予
防
接
種
事

業
の
財
源
と
し
て
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
確

保
事
業
費
補
助
金
」
を
、
予
防
接

種
事
業
の
財
源
と
し
て
「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
包
括

支
援
交
付
金
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
追

加
、
県
支
出
金
に
つ
い
て
、
県
負

担
金
で
は
未
熟
児
養
育
医
療
費
支

給
事
業
の
財
源
で
あ
る
「
未
熟
児

養
育
医
療
費
負
担
金
」
を
増
額
、

県
補
助
金
で
は
地
域
子
育
て
支
援

拠
点
運
営
事
業
、
学
童
保
育
室
維

持
管
理
事
業
及
び
高
根
児
童
室
運

営
事
業
の
財
源
と
し
て
「
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
等
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
対
策
事
業
費
補
助
金
」

を
、
土
地
改
良
事
務
の
財
源
と
し

て
「
防
災
減
災
緊
急
対
策
事
業
補

助
金
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
追
加
、
寄

附
金
に
つ
い
て
、
健
康
増
進
等
に

関
す
る
事
業
に
充
て
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
寄
附
を
受
け
る
こ
と
か

ら
、
健
康
教
育
事
業
の
財
源
と
し

て
「
健
康
増
進
応
援
協
力
金
」
を

追
加
、
繰
入
金
に
つ
い
て
、
特
別

会
計
繰
入
金
で
は
令
和
２
年
度
決

算
に
基
づ
く
精
算
に
よ
り
、
後
期

高
齢
者
医
療
及
び
介
護
保
険
の
各

特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
を
増
額
、

基
金
繰
入
金
で
は
今
回
の
補
正
予

算
額
の
歳
入
歳
出
差
引
き
の
調
整

を
行
う
た
め
、
財
政
調
整
基
金
か

ら
の
繰
入
金
を
減
額
し
、
友
好
都

市
交
流
推
進
事
業
の
財
源
で
あ
る

「
未
来
を
担
う
ひ
だ
か
っ
子
分
繰

入
金
」
を
減
額
、
繰
越
金
に
つ
い

て
、
令
和
２
年
度
決
算
に
基
づ
く

繰
越
金
の
確
定
に
よ
り
増
額
、
諸

収
入
に
つ
い
て
、
令
和
２
年
度
に

収
入
し
た
国
・
県
支
出
金
の
実
績

に
基
づ
く
精
算
に
よ
り
「
民
生
費

国
・
県
支
出
金
追
加
分
」
を
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接

種
の
推
進
に
係
る
事
務
員
の
配
置

に
よ
り
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
負

担
金
」
を
、
令
和
２
年
度
決
算
に

基
づ
く
精
算
に
よ
り
「
消
防
費
負

担
金
返
還
金
」
及
び
「
広
域
飯
能

斎
場
組
合
負
担
金
返
還
金
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
増
額
、
市
債
に
つ
い
て
、

発
行
可
能
額
が
決
定
し
た
「
臨
時

財
政
対
策
債
」
を
増
額
し
た
い
と

い
う
も
の
で
す
。

　

歳
出
に
つ
い
て
は
、
総
務
費
の

う
ち
、
総
務
管
理
費
で
は
、
友
好

都
市
交
流
推
進
事
業
及
び
平
和
啓

発
事
業
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、

事
業
を
中
止
又
は
縮
小
す
る
こ
と

か
ら
諸
費
用
を
減
額
、
財
政
調
整

決
算
以
外
の
議
案


